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飛行場及び航空保安施設の定期検査について（通知）

飛行場及び航空保安施設の設置及び管理の基準に関する訓令（昭和３３年

防衛庁訓令第１０５号）第２３条の規定に基づく定期検査について、下記の

とおり定めたので通知する。

なお、飛行場及び航空保安施設の定期検査について（防整整第１５７１３

号。２７．１０．１）は廃止する。

記

１ 定期検査は、それぞれ飛行場及び航空保安施設について年２回以内、少

なくとも１回実施するものとする。

２ 定期検査は、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長（以下「各幕僚長」

という。）の指名する者が行うものとする。

３ 検査は、別冊「飛行場及び航空保安施設の定期検査実施要領」に基づき

実施し、別紙様式により検査報告書を検査終了後２か月以内に提出するも

のとする。

４ その他、この検査の実施に関して必要な事項は、各幕僚長が定める。



別 冊

飛行場及び航空保安施設の定期検査実施要領

１ 標点

飛行場の標点は、標石又はその他の適切な方法で明示されているか。その

位置は、着陸帯の幾何学的重心となっているか。なっていない場合はその理

由を明記する。

２ 基本施設

（１） 着陸帯

ア 全長及び幅について告示された数値が確保されているか確認する。

確保されていない場合は、平面図（縮尺５，０００分の１程度）を作

成し、理由を明記する。

イ 維持管理は適切に行われているか（樹木等の障害物の有無等）。

（２） 滑走路

ア 舗装表面の状況は健全か（ひび割れ、凹凸等運用上の問題）。

イ ショルダーは、十分に管理されているか。

（３） 誘導路及びエプロン

ア 舗装表面の状況は健全か（ひび割れ、凹凸等運用上の問題）。

イ 誘導路端と固定障害物の距離はどうか。

ウ ショルダーは、十分に管理されているか。

３ 飛行場標識施設

各飛行場に設置されている標識施設は、視認性等運用上問題のないよう十

分に管理されているか。

４ 障害物件

（１） 飛行場周辺の障害物件の平面図及び縦断図を作成する。作成に当たっ

ては、平面図の縮尺は２０，０００分の１程度とし、縦断図は高低の分

かるように適宜決めること。

（２） 障害物件の有無を判断する基準は進入表面、転移表面、水平表面であ

るがこれらの面は次のように設定されているものとして検査する。

ア 進入表面は着陸帯短辺（オーバーラン端）を起点とする。進入表面

の原点の高さは、滑走路中心線上の滑走路端の高さをとる。

イ 転移表面は着陸帯の長辺を起点とする。転移表面の原点の高さは、

その断面における滑走路の中心線上の高さをとる。

ウ 水平表面は、標点の上方４５ｍの点を中心として設定された円形水



平面とする。

（３） 進入表面、転移表面又は水平表面に近接する道路又は鉄道については、

次のようにみなす。

ア 進入区域内のものについては、当該道路又は鉄道の建築限界とする。

イ 転移表面の下にある鉄道については車両制限、道路については、当

該道路を通常通行する最大車両の積載限界の高さとする。ただし、交

通量の少ない里道の類で通常通行する最大車両の積載の限界の高さが

転移表面に抵触する部分の長さの延長が着陸帯の長さの１／４を越え

ないものにあっては、道路中心線の高さ又は鉄道の軌条面の高さとす

ることができる。

ウ 水平表面については、道路中心線の高さ又は鉄道の軌条面の高さと

する。

エ ア及びイに述べた道路については、当該道路の交通量に応じ適切な

交通管制措置を講じた場合には道路の中心線の高さとすることができ

る。

５ その他の飛行場の施設

その他の飛行場の施設は、飛行場及び航空保安施設の設置及び管理の基準

に関する訓令（昭和３３年防衛庁訓令第１０５号。以下「訓令」という。）

第１８条に基づき管理されているか。

６ 航空保安無線施設等

各飛行場に設置されている航空保安無線施設等は訓令第１９条に基づき管

理されているか。

７ 飛行場灯火及び航空灯台

各飛行場に設置されている飛行場灯火及び航空灯台は訓令第２０条に基づ

き管理されているか。



別紙様式

NO１

飛行場及び航空保安施設の定期検査報告書

令和 年 月 日

防 衛 大 臣 殿

検査官

１ 検査年月日 令和 年 月 日

２ 飛行場名称

３ 飛行場所在地

４ 滑走路等級

５ 検査結果

（１）飛行場標点

表 示 位 置 意 見 等

（２）基本施設

意 見 等

着 陸 帯

滑走路ショルダー

誘導路ショルダー

誘導路と固定障害物

の距離

エプロンショルダー



NO２

（３）飛行場標識施設

種 類 意 見 等

着陸帯境界標識

滑 滑走路中心線標識

走 指示標識

路 滑走路末端標識

標 滑走路縁標識

識 接地帯

誘 誘導路縁標識

導 誘導路中心線標識

路 停止位置標識

標

識

過走帯標識

積雪離着陸標識

風向指示器

（４）障害物件

飛行場名 意 見 等

（５）その他飛行場の施設

飛行場 施設 意 見 等



NO３

（６）航空保安無線施設等

種 類 意 見 等

対空無線電話

ＮＤＢ

ＧＣＡ又はラプコン

タカン

ＩＬＳ

(７) 飛行場灯火及び航空灯台

種 類 意 見 等

飛行場灯台

補助飛行場灯台

旋回灯

進入灯

進入角指示灯

滑走路灯

滑走路末端灯

滑走路末端補助灯

滑走路末端識別灯

滑走路中心線灯

滑走路距離灯

非常用滑走路灯

境界灯

境界誘導灯

誘導路灯

誘導路中心線灯

離陸目標灯

着陸方向指示灯

風向灯

指向信号灯

禁止区域灯

着陸区域照明灯

着水路灯

着水路末端灯

水上境界灯

水上境界誘導灯

誘導水路灯

進入灯台



注：意見等の欄には、測定した数値、必要な措置、その他特筆すべき事項を記入する。

また、できるだけ平面図を添付して説明し、各飛行場の内容が明確になるように

すること。


